
長橋小学校「新しい生活様式」
令和３年４月２１日

１ 登下校について
（１）登校前には、必ず検温等健康観察をして登校する。児童およびご家族に風邪の症状が見ら

れる場合には、登校せず自宅で休養させる。
（２）登校後は、密にならないようにし、教職員が児童玄関で検温をする。
（３）登校後は、手洗いや手指のアルコール消毒を行う。（発熱などの風邪の症状が見られる場

合は別室に入り、保護者に連絡をする。）
（４）登下校時も、原則マスクを着用する。

２ 各教科等の指導における感染対策について
（１）座席を１ｍ以上あけて配置する。
（２）朝は、教職員が廊下や教室の窓（２方向）を開け、換気をする。
（３）教科活動で当面行わないこと

①生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク
※話合いが必要な場合は、横並び・短時間で行う、または、パーテーションを使用する。

②室内で児童が近距離で行う合唱およびリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏
③家庭科における「児童同士が近距離で活動する調理実習」
④理科における「児童同士が近距離で活動する実験や観察」
⑤体育における「児童が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」
※上記のとおり、感染対策を講じても、なお感染のリスクが高いような学習活動が見ら
れた場合には、指導順序（単元）の変更や近距離接触を避ける内容の工夫等を行っ
た上で実施することを検討する。

３ 給食について
（１）配膳は教職員が行い、エプロン、三角巾、マスク、手袋を着用する。
（２）セルフ形式（自分の給食を自分で運ぶ）、食べ終わった児童から食器等をしまう。
（３）前を向いて食事をし、会話は避ける。
（４）食事が終わり次第、マスクを着用する。
（５）教職員は、配膳の前後に配膳台をアルコール消毒する。

４ 図書館について
（１）密になることを避けるなど、感染対策を十分に講じた上で図書館を利用できるようにし、貸

出、閲覧を可とする。
（２）返却された本は、表紙等の消毒後、数日間（３日間相当）は貸出をしない。

５ 休み時間について
（１）休み時間も原則マスクを着用する。
（２）休み時間（業間）の１５分は、体育館でのボール貸出は行わない。
（３）体育館の使用により、密な状態や接触等が見られる場合には、体育館の使用を見合わせ

る。
（４）昼休み等 天気のよい日は、グラウンドの使用を認める。

【基本的な学校での生活様式】
■３密（密閉、密集、密接）を避け、人との間隔を１ｍ以上（できるだけ２ｍ） 取る
■正しくマスクを着用する
■手洗いや手指のアルコール消毒等を丁寧に行う



６ 清掃について
（１）清掃中も原則マスクを着用する。
（２）清掃は、火曜日と金曜日の週あたり２日間のみ実施する。
（３）清掃後は、手洗いや手指のアルコール消毒等を丁寧に行う。

７ ご家庭へのお願い
（１）毎朝検温と健康観察をお願いします。先にも記載しましたが、以下のことについて、お願いし
ます。
①お子様またはご家族に発熱等風邪の症状が見られる場合には、登校させず、自宅で休養
させるようお願いします。
なお、この場合には、「欠席」ではなく、「出席停止」扱いとします。

②登校後に発熱などの症状が出た場合は、すぐに連絡を入れますので、お迎えをお願いしま
す。

（２）当面、原則体操服での登校とします。更衣による密を避けることを目的ともしますが、体操服
は制服に比べ、毎日の洗濯が容易であるということを主な目的としています。

【２２日（木）より実施】
（３）予備のマスク、ハンカチをかばんに常備するようお願いします。
（４）清掃の関係により、月曜日と木曜日は通常の下校時刻より２０分早く下校することになりま

す。 【２２日（木）より実施】

８ その他
文科省が示している「学校の新しい生活様式（2020.12.3）」は、従来型の新型コロナウ

イルス感染症に基づいているものです。しかし、現在、急速に拡大している変異株は、子ども
を含む幅広い年代に感染することから、『長橋小学校「新しい生活様式」』についても、今後
の感染状況や国・福井県・福井市の動向等で、随時変更することがありますので、その旨ご
了承願います。


